
 

令和７年度 

岐阜県手話言語の普及及び意思疎通手段の利用促進に関する推進会議 

 

日時  令和７年 11月５日（水） 14：00～15：00 

場所  岐阜県庁３階 会議室３０３・３０４ 

 

 

次  第 

 

１ あいさつ 

 

 

２ 議  題 

令和６年度手話言語条例関連事業の取組状況について 

 

 

３ 情報提供 

（１）「手話に関する施策の推進に関する法律」の制定について 

（２）東京２０２５デフリンピックについて 

（３）岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に 

関する条例 普及啓発イベントについて 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【配付資料】 

・資 料 １：手話言語の普及及び意思疎通手段の利用促進に関する取組状況 

・資料２―１：「手話に関する施策の推進に関する法律」の概要資料 

・資料２―２：東京２０２５デフリンピック チラシ 

・資料２－３：岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に 

関する条例 普及啓発イベント チラシ 

・参考資料１：岐阜県手話言語の普及及び障害の特性に応じた意思疎通手段の利用の促進に関する

条例 

・参考資料２：岐阜県手話言語の普及及び意思疎通手段の利用促進に関する推進会議設置要綱 

・参考資料３：意思疎通支援ガイドブック「障がいのある人とのコミュニケーション」 


